
平成３０年度第６回教育委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時  平成３０年９月２５日（火） 午後２時００分 

 

２ 場  所  七戸庁舎 ３階 第１会議室 

 

３ 出席委員  教育長 附田道大、委員 内山優、同 山本貴子、同 附田由喜枝、同 

山田典郎 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 職員氏名  学務課長 八幡博光、生涯学習課長 鳥谷部慎一郎、中央公民館長 高

田浩一、世界遺産対策室長 甲田美喜雄、学務課長補佐 中村大樹 

 

６ 議事日程  

  日程第１ 議事録署名委員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 傍聴人の制限について 

日程第４ 報告第１４号 平成３０年度９月教育長等一般経過報告について 

  日程第５ 報告第１５号 平成３０年第３回七戸町議会定例会報告について 

  日程第６ 議案第１２号 旧天間舘中学校に係る教育財産の用途廃止について 

  日程第７ その他 

 

７ 傍聴人   なし
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附田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附田教育長 

 

 

 

 

学務課長 

 

附田教育長 

 

ただいまから、平成３０年度第６回七戸町教育委員会定例会を開会い

たします。 

ただいまの出席者は５名で、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」第１４条第３項に定める定足数に達しておりますので、会議は成

立しております。 

 

日程第１、議事録署名委員の指名をいたします。４番附田委員と５番

山田委員を指名いたします。 

 

日程第２、会期の決定をいたします。会期は９月２５日、本日１日と

したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

従いまして、会期は本日１日と決定します。 

 

日程第３、傍聴人の人数の制限についてお諮りします。 

会議場が狭いので、傍聴人の人数を七戸町教育委員会会議傍聴規則第

３条の規定に基づき、６人に制限したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。よって、そのように決定し、議事を進めます。 

 

日程第４、報告第１４号「平成３０年度９月教育長等一般経過報告に

ついて」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第１４号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございま

せんか。 
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附田教育長 

 

 

学務課長 

 

附田教育長 

 

 

 

 

附田教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

附田教育長 

 

 

山田委員 

 

生涯学習課長 

 

 

 

山田委員 

 

生涯学習課長 

 

山田委員 

 

 

（なしの声） 

 

次に、日程第５、報告第１５号「平成３０年第３回七戸町議会定例会

報告について」を学務課長から説明願います。 

 

（報告第１５号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございま

せんか。 

 

（なしの声） 

 

次に、日程第６、議案第１２号「旧天間舘中学校に係る教育財産の用

途廃止について」を生涯学習課長から説明願います。 

 

（議案第１２号について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はございま

せんか。 

 

体育館の耐震は充分ですか。 

 

体育館の耐震は基準を満たしています。校舎は基準を満たしておりま

せん。校舎を売却する場合、解体費用を差し引いた額で売却される見込

みです。 

 

緑色で囲まれた部分は、売却済みですか。 

 

売却済みです。 

 

一番左側にある紫色の細長い土地は、取りつけ道路ですか。 
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生涯学習課長 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

生涯学習課長 

 

 

山田委員 

 

生涯学習課長 

 

附田教育長 

 

 

 

 

 

 

附田教育長 

 

 

 

 

 

学務課長 

 

 

附田教育長 

 

下水道が通っている土地ということで、売却せず、町で管理すること

となります。また、学校入口からテニスコートの北側までの道路部分を

町が町道として管理し、それ以外の部分を売却するか、または道路部分

を含め一体的に売却できればと考えている。 

 

売却したグラウンド部分の隣りにある土地を残しているのは、駐車場

か何かに利用するためですか。 

 

もともとソフトボール場でありましたが、この場所も含めて、町財政

課の管理となります。 

 

教育財産として残した橙色の土地は、どのように利用しますか。 

 

少年サッカー等、多目的グラウンドとして利用しています。 

 

これより、議案第１２号「旧天間舘中学校に係る教育財産の用途廃止

について」を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしと認めます。 

従いまして、本案は原案のとおり決定しました。 

 

次に、日程第７、その他に移ります。 

学務課長より説明を求めます。 

 

（天間林小学校開校準備委員会経過報告及び第７回教育委員会定例

会の日程について、資料に基づき説明） 

 

説明が終わりましたので、１０月定例会の日時ですが、１０月２４日

午前９時３０分からとします。 
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以上の議事録は、学務課長補佐が記載したものであるが、内容

に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

４番 附田委員                       

 

５番 山田委員                       

 

 

 

 

 

 

以上で、本日予定された日程はすべて終了しました。 

よって、本日の会議を閉会します。お疲れ様でした。 

 

午後２時２２分終了 


